
〇新公立病院改革プランについて（地域医療構想関係部分） 

春日井市民病院 

【地域医療構想を踏まえた役割】（Ｐ25） 

医療法において「医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医療の担い手と

医療を受ける者との信頼関係に基づき、良質かつ適切なものでなければならない」とさ

れています。また、平成 25 年に制定された「春日井市健康づくり及び地域医療の確保に
関する基本条例」第６条において、市民病院の責務は、「地域医療における基幹的な医療

機関として、急性期の医療及び高度で専門的な医療を担うとともに、地域における医療

水準の維持及び向上を図るものとする」と規定されております。

また、尾張北部医療圏において当院は、心筋梗塞等の心血管疾患や脳卒中などの患者

を多く受け入れているとともに、主要な疾患における救急搬送件数は最も多くなってお

り、急性期における入院機能を有する病院としての役割を担っています。このように、

この地域の基幹病院である当院は、高度急性期と一般急性期の病床機能を有する病院と

して、これまで取組んできた医療サービスを更に充実させていく必要があります。そし

て、これらの医療サービスを地域の住民に提供し続けるためには、更なる経営基盤の強

化を図る必要があります。これらのことから、当院は、この地域の基幹病院として、引

続き次の役割を果たしていく必要があります。 

○ 医療を提供する事業者として、患者との相互信頼関係の構築を最も大切にし、患者

に喜ばれる質の高い医療を提供すること。

○ この地域の基幹病院として、この地域の医療の水準維持と向上を図ること。

○ 「がん」、「脳卒中」、「心筋梗塞等の心血管疾患」、「糖尿病」、「精神疾患」の５疾病に

ついて、これらの疾患に対する急性期医療及び高度専門医療を提供する役割を果たし、

また、地域の住民が、いつでも安心して医療を受けられる医療体制を確保すること。

○ 患者が住み慣れた地域で暮らせるよう在宅医療体制の構築に向けて、かかりつけ医

や介護サービスを行う方への支援などを通して、国が推進する地域完結型の医療を推

進すること。

○ 経営基盤の強化を図り、医療サービスを継続し提供すること。

【再編・ネットワーク化の必要性の検証】（Ｐ40） 

当院では、この地域の基幹病院としての役割を果たすため、更なる経営基盤の強化を図

り健全な経営に努めます。経営形態については、診療体制の充実を図っていることや、他

院との役割を分担し相互に補いながら連携の強化を推進していることなどから、他院との

再編やネットワーク化、経営形態の見直しを行うことなく、引続き現在の体制にて運営す

ることとします。

しかしながら、今後、病院を取り巻く環境や当院の経営状況等に大きな変化が生じた場

合には、改めて検討するものとします。



【数値目標について】（Ｐ39） 
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